
の量の削減を図るため、開発事業にお

ける温暖化対策に関する計画書の提出を義務付け、その概要を県が公表する制度です。



着手



の量の削減のための措置

出の量の削減
の排

の排出の量少ない建設資材の使用

の排出の量少ない建設機械の使用

ＣＯ₂の排出の量の少ない自動車利用の促進



及び様式類ダウンロード
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